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児
童
虐
待

っ
て
ど
ん
な
こ
と

児
童
虐
待
か
な
と
思

っ
た
ら

　
児
童
虐
待
を
受
け

た
と
思
わ
れ
る
児
童

を
発
見
し
た
人
は
、

速
や
か
に
児
童
相
談

所
な
ど
に
通
告
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
保
護
者
が
、
そ
の

監
護
す
る
十
八
歳
に

満
た
な
い
児
童
に
対

し
て

　
・
身
体
的
虐
待

　
・
性
的
虐
待

　
・
怠
慢
又
は
拒
否

　
・
心
理
的
虐
待

を
行
う
行
為
を
い
い
ま
す
。

　
被
害
者
の
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
あ
ら
か
じ
め
通

信
指
令
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し

て
お
き
、
一
一
〇
番
通
報
し

た
と
き
に
、
ス
ト
ー
カ
ー
や

D
V
の
被
害
者
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
の
で
、
現
場
に
向

か
う
警
察
官
に
速
や
か
な
指

示
が
で
き
ま
す
。

 特殊詐欺の被害防止

「それ本当！？」「電話で
お金の話は詐欺」

「還付金がある。」
「ATMへ行って。」は詐
欺です。
　
警察官や銀行職員が
キャッシュカードを預かる
ことはありません。

児童虐待の防止と子供の性被害撲滅
～　児童虐待の早期発見にご協力を！　～

～　地域で児童を守りましょう　～

　
八
鹿
駅
前

　
　
交
番
だ
よ
り

11月号

南但馬警察署

(　672-0110
八鹿駅前交番

女
性
に
対
す
る
暴
力
防
止
対
策
の
推
進

　
～
あ
な
た
を

　
　
　
ス
ト
ー
カ
ー
・
D
V
被
害

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
守
り
ま
す
～

ス
ト
ー
カ
ー
被
害
者
の
方
へ

　
被
害
者
の
安
全
確
保
の

た
め
、
行
為
者
に
対
し
て

警
告
等
の
行
政
措
置
、
又

は
検
挙
措
置
を
講
じ
、
状

況
に
応
じ
対
応
策
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
、

必
要
な
援
助
を
行
い
ま
す
。

D
V
被
害
者
の
方
へ

　
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
に
よ
り
、
そ
の

生
命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
害
を
受
け
る

お
そ
れ
が
大
き
い
と
き
は
、
裁
判
所
に
保

護
命
令
の
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
ま
た
、
警
察
は
被
害
者
へ
の
再
被
害
、

被
害
拡
大
防
止
を
目
的
に
、
加
害
者
へ
の

指
導
警
告
や
検
挙
措
置
を
講
じ
る
ほ
か
、

安
全
確
保
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
い

ま
す
。

一
一
〇
番
通
報
登
録
制
度


